
　質問事項について、次のとおり回答します。

NO. 質問事項 回　　答

1

工事起工設計書の№20から№36の文書読取
が、出来ないので、別途S文書を提示いただけ
ませんか？

読取可能な形式に公告資料を差替えましたの
で、御確認ください。

2

3

4

5

6

質問回答書

(事業名）７市起街維第１号並木地区道路舗装工事


